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時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。貴職におかれましては、日頃より、障

害のある有権者を含む、全ての有権者の選挙権の保障にご尽力いただき、心より感謝申し上

げます。 

障害のある当事者の選挙権の行使には、これを実現するために、合理的配慮の提供が必要

となることがあります。車いすの利用者や、肢体に障害のある人、情報のやり取りに困難の

ある人など、選挙権を行使するためには、障害の種別を問わず、様々なニーズがあります。 

選挙権の行使を支えるための、合理的配慮提供の一環として、コミュニケーションボード

を用いて投票を支援する、手話通訳者を投票所に派遣する、音声版選挙公報等の送付を行う

等、各自治体で様々な取り組みが行われています。 

しかし、自治体ごとに合理的配慮提供の対応が異なり、障害当事者によっては、求める配

慮が提供されないことによって、投票の権利を棄権した、投票所職員とのコミュニケーショ

ンが取れず誤投票をしてしまった、という事例が当会に寄せられています。 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が、平成 28年

4 月 1日より施行され、行政機関等に対して、障害のある人への障害を理由とする不当な差

別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務化されました。 

当会では、選挙権の行使に関する合理的配慮の提供の実態を調査するべく、全国の選挙管

理委員会を対象に、アンケート調査票を作成しましたので、提出致します。本調査票への回

答は、令和 5年 10月 31 日(火)までに、文書で頂戴できますでしょうか。 

障害のある人を含む、全ての有権者が安心して投票の権利を行使できるようにするため、

何卒ご協力を下さいますよう、お願い申し上げます。また、選挙権の行使に関する合理的配

慮の提供に関しまして、ご検討くださっていること、お悩みのことがあれば、是非とも私た

ちにお話をお聞かせ願いたく存じます。よりよい投票環境の実現に向けて、ご一緒に歩んで

いくことができれば、幸甚に存じます。 
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